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第６章  照会 

 

 

（２）回答入力・届出 

 

 ○照会 

（１）照会内容の確認 
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1． 照会の回答 

（１） 照会内容の確認 

① 都道府県等で届出（新規・変更・廃止）の内容に疑義等があると判断した場合、電子

メールで照会の通知がされます。 

② ログイン後、トップメニューの「2-1．登録情報変更（担当者、事業者情報等の変更）」をク

リックします。 

 

 

③ 一覧で処理状況を確認します。 

照会がある場合、処理状況欄に「照会あり」と表示されます。必ず、照会内容の確認及

び回答を行ってください。照会欄の「照会確認」ボタンをクリックします。 
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（２） 回答入力 

① 内容を確認し、照会に対する回答を行います。 

 

 

Ａ．  修正不要の場合は理由を必ず入力し、「修正不要」ボタンをクリックします。 

②へお進みください。 

Ｂ． 届出内容を修正する場合は「修正」ボタンをクリックします。 

③へお進みください。 

Ｃ． 届出自体を破棄する場合は理由を必ず入力し、「届出破棄」ボタンをクリックします。 

②へお進みください。 

Ｄ． 処理をやり直す（戻る）場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。 

Ｅ． 回答にファイルを添付することができます。「ファイルの選択」ボタンでファイル選択画

面から指定します。 

 

 

Ｄ Ａ Ｂ Ｃ 

Ｃ Ａ 

Ｅ 
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② 修正不要及び届出破棄の場合は、照会処理（内容確認）画面が表示されます。確認の

うえ、「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

照会処理（完了）画面が表示されます。これで、照会に対する回答が完了です。 

※この例は、修正不要で回答した場合です。 

 

 

「一覧へ」ボタンで「登録情報変更（担当者、事業者情報変更）」画面へ戻ります。 
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照会に対する回答により、一覧の該当明細の表示色が変わり、処理状況欄に「修正不

要回答」又は「破棄回答」と表示されます。 

 

※この例は、修正不要で回答した場合です。 

 

 

「ログアウト」ボタンをクリックして、「ＰＲＴＲ届出システム」が終了します。都道府県等か

らの電子メールをお待ちください。 
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③ 届出内容を修正する場合は「修正」ボタンをクリックします。 

 

 

各項目については、届出処理の修正手順（第３章１．（１）使用届出作成③、第４章１．

（１）変更届出作成 ③以降や第５章 1.（1）廃止届出作成 ③以降を参照ください。 

修正が終了したら「入力内容確認画面へ」ボタンをクリックします。 
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修正した届出を都道府県等へ提出します。「この内容で提出する」ボタンをクリックしてく

ださい。 
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届出完了画面が表示されます。 

「一覧へ戻る」ボタンで変更届出（届出先選択）へ戻ります。 

 

 

該当届出の処理状況を確認します。 

照会に対する修正回答により、一覧の該当明細の表示色が変わり、処理状況欄に「修

正回答」と表示されます。これで照会に対する処理は完了です。 

 

「ログアウト」ボタンをクリックし、都道府県等からの電子メールをお待ちください。 
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2． 届出内容、自治体問い合わせ先確認 

照会処理（回答入力）で、受付番号、都道府県等名、添付ファイル名をクリックすると参照できます。 

 

受付番号のクリックによる届出内容の表示例 

 

 

  



 61 

都道府県等名のクリックによる問い合わせ先の表示例 
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第７章  問い合わせ先 

ＮＩＴＥでは、ご利用者からのお問い合わせ窓口を設置しています。 

ご質問などがございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター リスク管理課 

 PRTR システムサポート :  

※メールでのお問い合わせ info_prtr@nite.go.jp 

※電話でのお問い合わせ  ０３－５４６５－１６８３ 

（電話受付時間：5/1を除く平日 9時～12時、13時～17時） 

 

 

mailto:info_prtr@nite.go.jp

